
会  議  録 
 

会議の名称 令和４年度第３回守谷市文化財保護審議会 

開催日時 
令和５年３月２２日（水） 

開会：１０時００分   閉会：１１時１５分 

開催場所 守谷市役所 小会議室１ 

事務局（担当課） 教育委員会 生涯学習課 

出 

席 

者 

委 員 
横張会長、鈴木副会長、根本委員、増記委員、松本委員 

大原委員、小田野委員 計７名 

その他  

事務局  福島次長、長岡係長、石塚主任 

公開・非公開 

の状況 
■公開  □一部非公開   傍聴者数 ０人 

公開不可の場合

はその理由 
  

会 議 次 第 

１．開会のことば 

２．あいさつ 

３．報告事項 

 （１）令和 4 年度文化財保護事業報告について 

 （２）令和 5 年度文化財保護事業計画について    

４．その他 

 （１）古道について 

 （２）自主研修候補地について 

５．閉会のことば 
 

確 定 年 月 日 会 議 録 署 名 

令和５年４月１４日 横 張 克 博 



審  議  経  過 

事務局：定刻になりましたので、ただいまから令和４年度第２回守谷市文化財保護

審議会を開会します。 

本日の会議には７名の委員が出席されておりますので、守谷市文化財保護

審議会条例第７条第２項の規定により会議は成立しております。 

なお、本日の会議録は、後日、市ホームページにて公開いたします。 

その際、ご意見と併せて、発言者のお名前を記載させていただきたいと思

いますがよろしいですか。 

 

＜了承＞ 

 

事務局：それでは、次第に沿って会議を進めます。本日の会議は、１１時３０分ま

での約１時間３０分を予定しておりますので、ご協力をお願いします。 

    それでは、議事に入ります。 

    議事の進行につきましては、守谷市文化財保護審議会条例第６条第２項の

規定により横張会長にお願いします。 

 

横張会長：承知しました。 

     まずは、令和 4 年度文化財保護事業報告について、事務局から説明をお

願いします。 

 

事務局：＜会議資料に沿って説明＞  

 

横張会長：大円寺に消防点検が入ったのは、昨年の結城酒造の火災の影響があるの

でしょうか。取手市では、建造物の文化財について消防点検を行ってい

ると聞きました。 

 

事務局：消防には茨城県から県指定文化財の消防点検について指示があったと聞い 

ておりますので、昨年の火災のことが影響している可能性が高いと思われ 

ます。守谷市では、建造物にあたる文化財として「小菅家住宅表門」があ 

ります。そちらの点検の必要性等については消防本部に確認してもらって 

いるところです。進展があった場合には次回以降の審議会で報告します。 

  

増記委員：防火の話が出ましたが、建物の耐震についても何かの機会に点検ができ

ると良いと思います。 

 

鈴木委員：県南教育事務所の埋蔵文化財指導員による巡視は毎年実施しているので 

しょうか。指導員は複数人いるのでしょうか。 



 

事務局：時期は前後しますが、毎年行っています。各教育事務所に 1 名の埋蔵文化 

財指導員が在籍しています。 

 

松本委員：文化財保護計画の中に巡視点検票の様式があるが、継続して記録されて 

いるのでしょうか。  

 

事務局：防災の観点も含めた定期的な巡視については不十分であり、巡視点検票も 

現在は活用していません。今後の課題と考えています。 

 

横張会長：次に、令和５年度文化財保護事業計画について事務局から説明をお願い

します。 

 

事務局：＜会議資料に沿って説明＞ 

    （以下、文化財保存活用計画の研究についての補足説明） 

    文化庁が推奨する「文化財保存活用計画」と現在計画期間内にある「文化 

財保護事業」を比べますと内容の検討を要する点が多々あります。また、

県指導員からも時間をかけて研究することが必要とされたため、「文化財保

護計画」を一旦休止し、文化財保存活用地域計画の研究を検討したいと考

えています。なお、県内で計画策定しているのは、牛久市、常陸大宮市、

日立市の３自治体です。 

 

小田野委員：更新される文化財マップはいつ頃完成の予定でしょうか。 

 

事務局：令和５年度内に完成予定です。  

 

増記委員：フォトロゲイニングのイベントは公認大会として登録されるのでしょう

か。 

 

事務局：競技性の高いものにする予定は現時点ではないため、公認大会にはなりま 

せん。 

 

大原委員：子供たちが文化財に触れる良い機会になれば良いと思います。出来れば、

全部回ったら景品が出るなどすると子供たちも喜ぶと思います。 

 

根本委員：文化財マップの更新に際して、各文化財の写真の更新はありますか。 

 

事務局：差し替えが望ましいものについては実施予定です。 

 



増記委員：もりりん中央（中央公民館）で展示されている土器等の移転先はもりや

学びの里でしょうか。 

 

事務局：施設のスペースには限りがあるので、学びの里に限らず、複数の移転先に 

分散して収蔵する予定です。 

 

増記委員：デジタル化したあとは、文化財説明看板から QR コード等を活用して該 

当のページにアクセスできると良いと思います。 

 

事務局：看板の修繕や更新等のタイミングで、そういったデジタル化に対応できる

ように検討します。 

 

増記委員：文化財保存活用地域計画の研究についてですが、過去に説明会には出席

しているのでしょうか。 

 

事務局：制度開始当時実施された説明会には出席しています。今後、そのような説 

明会や県に設置されている相談窓口等を活用していく必要があると考えて 

います。 

 

横張会長：以上をもちまして会議を終了します。 

本日は、ありがとうございました。 

 


